
 扶養控除
（所得５８万円以下）

寡婦(寡夫)控除

均等割の課されない者 所得割の課されない者

扶養がいない場合 ・ ・ ・ 38万円 扶養がいない場合 ・ ・ ・ 45万円

扶養がいる場合 扶養がいる場合

28万円 × （扶養人数 ＋ 1）+10万+ 168,000円 35万円 × （扶養人数 ＋ 1）+10万+ 32万円

380,000円 450,000円

828,000円 1,120,000円

1,108,000円 1,470,000円

1,388,000円 1,820,000円

1,668,000円 2,170,000円

1,948,000円 2,520,000円

配偶者特別控除
　納税者義務者の合計所得金額　900万円以下（給与所得のみ　1,120万円以下）

※９００万超は別紙➀参照

１３０万円超　　１３３万円以下 　　１９７万円超　　２０１万円以下 ３万円
令和８年度

（令和７年分）
１３３万円超 ２０１万円超 ０円

１２０万円超　　１２５万円以下 　　１８３万円超　　１９０万円以下 １１万円

１２５万円超　　１３０万円以下 　　１９０万円超　　１９７万円以下 ６万円

１１０万円超　　１１５万円以下 　　１６７万円超　　１７５万円以下 ２１万円

１１５万円超　　１２０万円以下 　　１７５万円超　　１８３万円以下 １６万円

１００万円超　　１０５万円以下 　　１５５万円超　　１６０万円以下 ３１万円

１０５万円超　　１１０万円以下 　　１６０万円超　　１６７万円以下 ２６万円

５８万円超　　　９５万円以下 　　１０３万円超　　１５０万円以下
３３万円

３８万円

９５万円超　　１００万円以下 　　１５０万円超　　１５５万円以下 ３６万円

未婚のひとり親

扶養人数　　　5名 → 扶養人数　　　5名 →

配偶者の合計所得金額 給与収入のみの場合
配偶者特別控除額

住民税 所得税

扶養人数　　　2名 → 扶養人数　　　2名 →

扶養人数　　　3名 → 扶養人数　　　3名 →

扶養人数　　　4名 → 扶養人数　　　4名 →

３０万円

本人所得（５００万円） 以下 超 以下

Ａ２以上 Ｂ１・Ｂ２

扶養人数　　　0名 → 扶養人数　　　0名 → 

扶養人数　　　1名 → 扶養人数　　　1名 →

普通障害者控除

扶養親族がいる人（控除対象
配偶者、16歳未満扶養含む）

精神 １級のみ ２級以下

身体 ２級以上 ３級以下

療育

扶養親族がいない人

配偶関係 死別 離別

３０万円

２６万円

老人扶養

４．　３ の条件のうち、同居している場合 同居老親扶養

380,000円以下 非課税 非課税

380,001円から
450,000円まで

5,000円 0円

障害者、未成年者、寡婦又は
寡夫、ひとり親 135万円以下 非課税 非課税

３．　年齢が７０歳以上（S31.1.1以前）

障害控除

450,001円以上 5,000円 課税所得に応じて増減 障害手帳 特別障害者控除

＜課税・非課税判定表＞
前年12月31日時の年齢

所得金額 均等割 所得割
１．　所得が ５８万円以下 の扶養親族 一般扶養

生活保護法によって生活扶助
を受けている人 不問 非課税 非課税

２．　年齢が１９～２２歳（H15.1.2～H19.1.1） 特定扶養

超 以下 超

扶養親族

有

子

子以外

無

３０万円

２６万円

２６万円

扶養親族

有

子 ３０万円 ３０万円

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親

本人所得（５００万円） 以下 超 以下 超 以下 超

無

３０万円

子以外

本
人
が
女
性

本
人
が
男
性

280,000円 × （扶養親族数 ＋ 1） +10万＋ 168,000円

で求める所得金額以下の場合、均等割は非課税

350,000円 × （扶養親族数 ＋ 1） +10万＋320,000円 で

求める所得金額以下の場合、所得割は非課税

均等割・・・

所得割・・・



生命保険料控除（住民税）

（新）生命保険料控除・・・H24.1.1以降の契約

（旧）生命保険料控除・・・H23.12.31以前の契約

 15,000円以下

 15,001円 ～ 40,000円

 40,001円 ～ 70,000円

 70,001円以上

公的年金所得計算(年金以外の合計所得1000万以下の場合）

昭和35年1月1日以前に生まれた方（65歳以上）の計算

昭和35年1月2日以降に生まれた方（65歳未満）の計算

地震保険料控除（旧は平成18年12月31日以前の契約）

３ページ目参照特定親族特別控除
令和８年度

（令和７年分）

 5,001円 ～ 15,000円以下  支払額×2分の1＋2,500円

 15,001円以上 一律10,000円 一般
別紙➀参照

配偶者控除
（所得900万円以下）※

配偶者
特別控除 老人

１３万円

老人 ３８万円 ４８万円 １０万円

同居老親 ４５万円 ５８万円

一般 ３３万円 ３８万円

勤労学生控除 ２６万円

３８万円 ４８万円

10,000,000 円以上 円未満

特定 ４５万円 ６３万円
扶養控除

老人地震
保険料

 50,000円以下  支払額×2分の1

ひとり親

一般 ２６万円 ２７万円

保険料
区分

年間の保険料支払額 控除額

 50,001円以上

寡婦控除

 (A) × 75% - 275,000円

 (A) × 85% - 685,000円

 (A) × 95% - 1,455,000円

 (A)  - 1,955,000円

7,700,000 円以上 10,000,000 円未満

１万円

同居特別障害

障害者控除4,100,000 円以上 7,700,000 円未満

円以上 円未満

５３万円 ７５万円 ２２万円

人的控除の種類
人的控除額 人的控除の

差額

公的年金収入金額の合計額（Ａ）

住民税 所得税

普通 ２６万円 ２７万円 １万円

0

特別 ３０万円 ４０万円

年金所得額

0円

1,100,000 円以上 3,300,000 円未満

3,300,000 円以上 4,100,000 円未満

公的年金収入金額の合計額（Ａ）

0 円以上 1,100,000 円未満

 (A) - 1,100,000円

 (A) × 75% - 275,000円

 (A) × 85% - 685,000円

1,300,000 円以上 4,100,000

 一律35,000円  100,001円以上  一律50,000円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満  (A) × 70% - 80,000円

 支払額×4分の1＋17,500円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満  (A) × 90% - 1,100,000円

8,500,000 円以上 (A) -1,950,000円

 一律28,000円

 支払額×2分の1＋7,500円  25,001円 ～ 50,000円  支払額×2分の1＋12,500円

 全額

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満  (A) × 80% - 440,000円

 56,001円以上

651,000 円以上 1,900,000 円未満 (A) -650,000円  支払額×4分の1＋14,000円  40,001円 ～ 80,000円  支払額×4分の1＋20,000円

0 円以上 651,000 円未満 0円  支払額×2分の1＋6,000円 12,001円 ～ 32,000円

 32,001円 ～ 56,000円

給与所得計算 生命保険料控除（所得税）

給与収入金額の合計額（Ａ） 給与所得額
（新）生命保険料控除・・・H24.1.1以降の契約

 全額  20,000円以下  全額 12,000円以下

← ※納税義
務者所得
９００万超
は別紙➀

参照

一般

 20,001円 ～ 40,000円  支払額×2分の1＋10,000円

 25,000円以下  全額

 50,001円 ～ 100,000円  支払額×4分の1＋25,000円

１０万円

３０万円 ３５万円 ５万円

２７万円 １万円

１０万円

３３万円 ３８万円 ５万円

５万円

１８万円

（旧）生命保険料控除・・・H23.12.31以前の契約

 80,001円以上  一律40,000円

4,100,000 円以上 7,700,000 円未満

7,700,000 円以上 10,000,000 円未満

10,000,000

 (A) × 95% - 1,455,000円

 (A)  - 1,955,000円

年金所得額

0円

 (A) - 600,000円

円以上 600,000 円未満

円未満

一律25,000円

旧長期
保険料

 5,000円以下  全額

600,000 円以上 1,300,000 円未満

控除額限度額

所得税：12万円 住民税：7万円

旧契約

新契約
一般生命保険料控除 適用限度額

所得税：４万円

個人年金保険料控除 適用限度額

所得税：４万円

介護医療保険料控除 適用限度額

所得税：４万円

一般生命保険料控除 適用限度額

所得税：５万円

個人年金保険料控除 適用限度額

所得税：５万円

＋ ＋新契約と旧契約の両方から

適用を受ける場合は合計で

所得税４万円

住民税２．８万円



【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

令和7～8年分 令和9年分以降

※住民税に変更はありません

６３万円

６１万円

５１万円

４１万円

３１万円

２１万円

１１万円

１８５万円超１８８万円以下
１８０万円超１８５万円以下
１７５万円超１８０万円以下
１７０万円超１７５万円以下

１６０万円超１６５万円以下

１５０万円超１５５万円以下

２５万円
２０万円
１５万円
５万円

４３万円

基礎控除

合計所得金額 基礎控除額（住民税） 基礎控除額（所得税）

２，４５０万円超　２，５００万円以下

１３２万円超　　３３６万円以下
３３６万円超　　４８９万円以下
４８９万円超　　６５５万円以下

　　６５５万円超　２，３５０万円以下
２，３５０万円超　２，４００万円以下

３万円

４５万円

特定親族特別控除

扶養親族の合計所得金額 控除額（住民税）

５８万円超８５万円以下 ４５万円

８５万円超９０万円以下 ４５万円

１１万円
６万円

２９万円

　９５万円超１００万円以下 ４１万円

９０万円超９５万円以下 ４５万円

１０５万円超１１０万円以下 ２１万円

１１０万円超１１５万円以下 １１万円

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定特別控除額

１５万円

３万円

６万円

控除額（所得税） 人的控除の差額

１８万円

１６万円

６万円

０万円

０万円

０万円

０万円

０万円

０万円

６万円

３万円

５２万円
４５万円

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定特別控除額

扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額

４５万円

４５万円

４１万円

１００万円超１０５万円以下 .３１万円

人的控除の差額 合計所得金額 基礎控除額（所得税）

９５万円

５８万円

４８万円
３２万円２，４００万円超　２，４５０万円以下 ３２万円

                    　１３２万円以下

１１５万円超１２０万円以下

１２０万円超１２３万円以下

１２３万円超１５０万円以下

.３１万円

２１万円

１５５万円超１６０万円以下

１６５万円超１７０万円以下

１６万円

９５万円
８８万円
６８万円
６３万円
５８万円
４８万円

３万円
１万円 ２，４５０万円超　２，５００万円以下

２，４００万円超　２，４５０万円以下
２，３５０万円超　２，４００万円以下
　　６５５万円超　２，３５０万円以下

４８９万円超　　６５５万円以下
３３６万円超　　４８９万円以下
１３２万円超　　３３６万円以下
                    　１３２万円以下

１６万円


